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（趣旨） 

第１条 この法人規程は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。次条において「学

群学則」という。）第５９条第３項及び筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１号。

次条において「大学院学則」という。）第６５条第３項の規定に基づき、学生表彰に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（学生表彰委員会） 

第２条 学群学則第５９条第２項及び大学院学則第６５条第２項に規定する学生生活を担当する

副学長の下に置かれる委員会は、学生表彰委員会（以下「委員会」という。）とする。 

２ 委員会は、次に掲げる委員で構成する。 

(1) 学生生活を担当する副学長（以下「担当副学長」という。） 

(2) 学長が教育研究評議会の意見を聴いて指名する大学教員 若干人 

(3) 学長が担当副学長の推薦に基づき指名する大学教員 若干人 

３ 前項第２号及び第３号の委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日

の属する年度の翌年度の末日とする。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前２項の委員は、再任されることができる。 

 

（委員長等） 

第３条 委員会に委員長を置き、前条第２項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。 

３ 委員長は、委員会を主宰する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（基準） 

第４条 学生表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体に対し行うことができる。 

(1) 筑波大学における卒業論文、修士論文又は博士論文、卒業制作又は修了制作、研究その他

の学修の成果が優れていると認められるもの 



 

(2) 筑波大学における課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、筑波大学の課外活動の振興に

功績があったと認められるもの 

(3) 社会活動において顕著な功績があったと認められるもの 

(4) その他前３号と同等の学生表彰に値する功績があったと認められるもの 

２ 前項各号の基準の適用に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

（手続） 

第５条 学群長、学術院長又はグローバル教育院の教育院長は、所属の学生が前条第１項各号の

いずれかに該当すると認めるときは、学生表彰の候補者として、担当副学長に推薦することが

できる。 

２ 総合学域群長は、所属の学生が前条第１項第２号から第４号までのいずれかに該当すると認

めるときは、学生表彰の候補者として、担当副学長に推薦することができる。 

３ 学生団体の顧問教員（関係している大学教員を含む。）は、当該学生団体が前条第１項各号

のいずれかに該当すると認めるときは、学生表彰の候補団体として、担当副学長に推薦するこ

とができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、担当副学長は、学生又は学生団体が前条第１項各号のいずれか

に該当すると認めるときは、学生表彰の候補者又は候補団体として自ら発議することができる。 

 

第６条 担当副学長は、前条の規定により学生表彰の候補者若しくは候補団体の推薦を受けたと

き又は自ら発議したときは、委員会の議を経て、学生表彰の候補者又は候補団体を決定するも

のとする。 

 

第７条 担当副学長は、前条の規定により学生表彰の候補者又は候補団体を決定したときは、そ

の旨を学長に報告するものとする。 

 

第８条 学長は、前条の報告に基づき、被表彰者又は被表彰団体を決定するものとする。 

 

（表彰の方法） 

第９条 学生表彰は、表彰状の授与をもって行うものとし、併せて記念品を贈呈するものとする。 

 

附 則 

１ この法人規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人筑波大学学生表彰に関する法人細則（平成１６年法人細則第２２号）は、廃止

する。 

 

附 則（平２４．３．２９法人規程３７号） 

 この法人規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２４．９．７法人規程５６号） 



 

 この法人規程は、平成２４年９月７日から施行する。 

 

附 則（平２５．２．５法人規程６号） 

 この法人規程は、平成２５年２月５日から施行する。 

 

附 則（平３０．７．２６法人規程６９号）  

 この法人規程は、平成３０年８月１日から施行する。 

  

附 則（令元．１２．２６法人規程４０号）  

（施行期日） 

１ この法人規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する法人規則（令和

元年法人規則第１５号）附則第３条の規定によりなお従前の例によるとされた研究科の研究科

長に係る第５条第１項の規定の適用については、この法人規程による改正後の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 
 

附 則（令２．１０．２２法人規程６５号） 

 この法人規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 


